
自民党 衆議院議員 

 

昭和34年、小さな写真屋に生まれる。 

大学時代は、ハンドボール部のキャプテンとして活躍。 

零細企業に育ったこともあり、中小企業を担当する通商産業省に入省。 

日米交渉や行政改革、地方行政（埼玉県副知事に出向）などに携わる。 

平成18年衆議院千葉七区補欠選挙にて公募により選ばれるも、惜敗。 

平成21年衆議院総選挙において、比例南関東ブロックで初当選。現在

三期目。環境大臣政務官を経て、党副幹事長、党農林部会長として、

農協改革やＴＰＰなど、安倍政権の最前線で奮闘中。 

〔趣 味〕 ハンドボール、カラオケ、読書、映画 

〔好きな食べ物〕 ラーメン、焼肉（特にカルビとハラミ） 

≪ ミニプロフィール ≫ 

号外 
平成27年10月7日発行 

  「集団的自衛権に 
          ついての 
   さいとう健の考え 
         (第二弾)」 

発行所：自由民主党本部  定価1部108円（税込）毎週火曜日発行 

住所：〒100‐8910 東京都千代田区永田町1-11-23 

電話：03‐3581‐6211（代表）  ホームページ：http://www.jimin.jp/ 

 集団的自衛権の行使を可能とする法案が国会で可決・成立いたしました。本法案につい
てのさいとう健の考えは、すでに８月５日発行の「月刊さいとう健号外」で述べましたが、
その後も多くの方々から厳しいご意見をいただいておりますので、三つの点につきまして
若干の補足をしたいと思います。 

  

＜戦争法案ではないか？＞ 

 第一点は、さいとう健は、戦争法案に賛成した、もう応援しないというご意見につい
てであります。 

 本法案は、本当に戦争法案なんでしょうか？この点については、先日安倍総理も指摘
しておりましたように、この法案がもし日本が戦争をするための法案であるならば、かつ
ての大戦の時に日本によって甚大なる被害を受けたフィリピンや東南アジアの国々、ある
いはオーストラリアといった国々がこぞって懸念を表明しているはずですが、そうなっ
ておりません。いやむしろ、この地域の安定のために必要であるという判断をしています。 

 もしこの法案が戦争をするための法案であるならば、これらの国々がなぜ法案に賛成
しているのかの納得できる説明がなければならないと思います。 

 本法案が日本の安全保障のために必要な法案であるという点については前号で述べまし
たので繰り返しませんが、以上の点も、本法案が戦争法案でないことの一つの証明に 
なるのではないかと思います。 

 

＜違憲ではないか？＞ 

 第二点は、本法案は違憲であるというご指摘に対してであります。 

 一般的な集団的自衛権の行使は、もちろん違憲であります。ただ、今回のケースは、 
最近の国際情勢の変化に応じて、わが国の存立基盤が根底から脅かされる場合について 
のみ限定的に行使できるようにしようとするものであります。 

 もし、このようなケースにおいてさえも違憲であるとするなら、わが国憲法は、日本
の存立基盤が脅かされるようなケースにおいても、何もせずそのまま存立基盤を脅かされ
ていなさいと言っていることになります。これは、どの国も持つ自衛という自然権を放棄
するということであり、国連でも認められている権利すら放棄するということであり 
ます。 

                                （裏面に続く） 



名前・住所の登録不要。 

月刊さいとう健では伝えきれない内容満載。 

返信すれば匿名で意見を伝えられます。 
http://www.saito-ken.jp/info/melmaga.html 討議資料 

メルマガ 
～ 後援会入会はコチラまで ～ 

さいとう健 後援会事務所（千葉銀行おおたかの森支店裏） 

 〒270-0137 流山市市野谷665-40-103 

 TEL：04-7157-6223  FAX：04-7157-6224 E-mail : info@saito-ken.jp 

さいとう健 国会事務所 

 〒100-8981 千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員会館822号室 

 TEL：03-3508-7221  FAX：03-3508-3221 

 
 さいとう健は、時間の許す限り、国会議事堂
内を一緒に案内いたします。何名様でも結構
です。お問い合わせは後援会事務所まで。 

 
 さいとう健は、皆様とひざをつき合せて意見交
換ができるミニ集会を、活動の原点としておりま
す。ぜひ企画してお呼びいただければ幸いです。 

発災対応型防災訓練にて、バケツリレー

での消火訓練に参加しました。 

 憲法学者の意見は意見として、さいとう健は、わが国憲法が日本の存立基盤が脅かさせ
る場合においてもアクションを起こしてはいけないと言っているとは到底思えません。 
この点は、堂々と憲法学者と議論できると思っておりますし、最終的には最高裁がきちん
と判断してくれると確信しております。 

 

＜徴兵制になる？＞ 

 第三点は、徴兵制になるという点であります。若者を戦争に行かせずにさいとう健が 
自分で戦争に行けというご意見もいただきました。 

 戦争をするような自衛隊に若者は入らないから、いずれ徴兵制になると煽る政党もござ
います。ならば、そういう政党は、徴兵制禁止法案を出すべきなのではないでしょうか。
わが党は、徴兵制は憲法違反であり、ありえないという見解でありますので、わが党から
そういう法案を出すことはありませんが、野党からそういう法案が出るのであれば反対 
する理由もありません。ですが、そういう提案は、今のところございません。 

 本当に心配なら当然徴兵制禁止法案を国会に提出してくるはずなのですが、出てこない
ということは、本音では徴兵制になることはないと考えている証明になるのではないで
しょうか。 

 

 以上、補足をさせていただきました。前号と併せてご覧いただければ幸いです。 

 結びに、前号の「終わりに」で書きました部分を再掲させていただきます。 

 

＜終わりに＞ 

 今後、政府においては、丁寧なわかりやすい説明を国民の皆さんに徹底して行っていた
だき、一人でも多くの方の納得を得た上で法案成立に持ち込んでいただくよう強く要請 
したいと思います。 

 同時に、この法案に基づき実際に自衛隊が武力を行使する場合には、国会の事前承認が
必要とされておりますが、われわれ国会議員も、悔いのない賢明な判断が行えるよう一層
の研鑽をつんでいかねばなりません。 

 そして、間違いのない事前承認の判断が国会において行われるためには、そもそも海外
の情勢分析に間違いがあってはなりませんから、情報収集体制の強化にも努めていかねば
なりません。 

 必要な法案とはいえ、国会議員にとっても厳しい責任が加わることになるわけで、さい
とう健は今更ながらバッジの重さをずしりと感じております。 


